
貌野♂凍ぇ  

（研究ノート・第3号）   



熊
野
の
米
騒
動
 
 

毛
筆
製
作
上
の
語
い
 
 

近
代
の
熊
野
の
政
治
 
 
 

熊
野
の
災
害
と
治
山
 
 

熊
野
の
海
外
渡
航
老
・
移
住
者
 
 

第
一
次
世
界
大
戦
と
熊
野
町
 
 
 

熊
野
町
大
字
新
宮
彩
集
の
中
世
遣
物
に
つ
い
て
 
 

明
治
・
大
正
期
熊
野
村
の
財
政
資
料
－
若
干
の
覚
文
書
－
 
 
 

熊
野
の
歴
史
 
 

（
研
究
ノ
ー
ト
・
第
3
号
）
 
 

次
 
 

由
T
 
ネ
 
 
 

柴
 
 
 

柴
 
 
 

柴
 
 
 

柴
 
 
 

柴
 
 
 

佐
 
 

河
 
 鳥

 
 
 

原
 
 
 

原
 
 
 

原
 
 
 

原
 
 
 

原
 
 
 

中
 
 
 

瀬
 
 武

 
 

健
 
 

健
 
 

健
 
 

健
 
 

健
 
 

忠
 
 

正
 
 彦

…
・
 
 
 

児
…
・
 
 
 

児
…
・
 
 
 

児
…
…
・
 
 
 

児
…
・
 
 
 

児
…
・
 
 
 

司
 
…
・
 
 
 

手
 
：
‥
 
 

5
 
 
 

5
 
 
 

5
 
 
 

6
 
 

9
 
 

7
 
 

3
 
8
 
 

139113   



一
は
じ
め
に
 
 
 

単
語
の
集
合
体
の
こ
と
を
語
彙
と
い
う
。
語
彙
と
は
、
数
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
集
合
の
法
則
」
の
よ
う
に
、
多
数
の
諦
詞
が
類
 
 

化
し
た
り
対
立
し
た
り
し
て
い
る
と
い
う
体
系
的
存
在
態
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
毛
筆
に
か
か
わ
る
語
調
の
群
れ
も
、
集
合
と
い
う
 
 

体
系
的
存
雀
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
李
b
、
そ
れ
は
毛
筆
と
そ
の
製
作
と
い
う
事
物
に
対
応
す
る
語
詞
群
で
あ
り
、
そ
 
 

の
外
延
は
明
確
に
他
の
事
物
と
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
ぁ
る
。
 
 
 

毛
筆
製
作
は
、
熊
野
町
の
み
に
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
凄
い
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
毛
筆
産
地
と
し
て
は
、
 
 

奈
良
、
豊
橋
あ
る
い
は
京
都
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
地
の
毛
筆
語
彙
と
の
比
較
は
行
な
わ
を
い
。
し
か
し
、
 
 

そ
れ
ら
の
地
で
の
毛
筆
語
彙
と
の
親
近
性
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
豊
橋
の
毛
筆
業
者
な
ど
は
、
熊
 
 

野
町
の
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ボ
ン
マ
ゼ
」
の
方
法
に
よ
っ
て
大
量
生
産
を
行
な
っ
た
と
い
っ
て
非
姓
す
る
。
ま
た
、
自
ら
の
豊
橋
筆
 
 

に
対
し
て
は
、
「
ダ
イ
マ
ゼ
」
の
方
法
を
と
る
の
で
品
質
は
上
等
で
あ
る
が
、
大
量
生
産
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
豊
橋
筆
の
生
産
 
 

量
の
少
か
さ
を
弁
護
す
る
。
非
経
と
弁
護
に
使
用
さ
れ
る
「
ボ
ン
マ
ゼ
」
 
「
ダ
イ
マ
ゼ
」
と
い
う
混
毛
の
技
法
の
名
称
は
、
奈
良
、
 
 

豊
橋
等
と
熊
野
と
の
間
で
全
く
一
致
し
た
も
の
と
を
っ
て
い
る
。
 
 

毛
筆
製
作
上
の
語
彙
 
 

神
 
鳥
 
武
 
彦
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二
 
「
筆
」
と
 
「
筆
の
製
作
」
 
 
 

フ
習
 
 
 
筆
 
 
 

モ
ー
ヒ
れ
 
毛
筆
 
 
 

「
7
デ
」
と
 
「
モ
ー
ヒ
ツ
」
と
は
、
相
異
を
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
口
こ
と
ば
と
し
て
は
「
フ
デ
」
を
用
い
 
 

る
が
、
他
の
地
域
の
人
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
公
的
を
機
関
へ
の
申
立
て
等
の
用
語
と
し
て
は
「
モ
ー
ヒ
ツ
」
の
形
を
用
い
て
い
る
。
 
 

漢
語
形
が
、
格
式
あ
る
用
語
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
 
 

○
ク
マ
ハ
フ
デ
列
ギ
ヨ
ー
キ
ヨ
ー
ド
一
列
ミ
ア
イ
 
熊
野
筆
事
業
協
同
組
合
 
 
 

毛
筆
に
か
か
わ
る
語
詞
の
、
地
域
間
で
同
等
性
が
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
の
高
さ
は
、
そ
れ
が
各
地
で
随
所
に
行
を
わ
れ
て
い
る
と
 
 

い
う
も
の
で
な
い
毛
筆
で
あ
る
だ
け
に
、
か
な
り
高
い
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
毛
筆
製
造
に
か
か
わ
る
技
術
そ
の
も
の
が
伝
承
 
 

に
よ
ら
を
く
て
は
な
ら
を
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
、
今
後
、
各
地
の
此
 
 

較
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
熊
野
町
に
お
け
る
毛
筆
語
彙
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
語
を
音
声
符
号
と
し
て
の
か
た
か
な
で
示
す
。
ま
た
、
 
 

語
の
右
側
に
傍
線
を
付
し
て
、
そ
の
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
語
の
使
用
状
況
を
示
す
対
話
の
一
部
を
、
語
の
表
示
 
 

と
同
様
な
方
法
で
表
記
し
て
お
く
。
そ
の
う
え
、
そ
れ
ら
の
語
が
、
歴
史
的
文
書
に
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
例
を
示
し
、
そ
 
 

の
繕
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。
 
 

（
な
お
、
こ
の
稿
で
は
、
毛
筆
語
彙
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
示
す
こ
と
に
す
る
。
）
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の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
熊
野
町
で
の
「
7
デ
」
と
い
う
語
へ
の
親
し
み
深
い
状
況
が
 
 

よ
く
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

「
7
デ
」
の
語
は
、
日
本
書
紀
、
古
事
記
等
に
は
見
ら
れ
な
い
。
大
室
律
令
で
は
図
書
寮
に
「
造
筆
手
」
を
置
い
た
と
あ
ぺ
ま
 
 

た
、
延
書
式
で
は
諸
国
の
別
貢
に
「
筆
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
平
安
時
代
に
は
、
す
で
に
「
ふ
で
」
の
語
は
一
般
的
で
あ
っ
た
ら
 
 

し
い
。
源
氏
物
語
で
は
、
 
 

「
ふ
で
の
先
う
ち
見
つ
つ
、
こ
ま
や
か
に
書
き
や
す
ら
ひ
給
へ
る
、
い
と
よ
し
」
 
（
野
分
）
 
 

の
よ
う
に
、
筆
そ
の
も
の
の
物
の
名
を
示
す
例
が
あ
る
と
同
時
に
、
 
 

「
い
と
い
た
う
ふ
で
す
み
た
る
気
色
あ
り
て
、
書
き
な
し
給
へ
り
」
 
（
梅
枝
）
 
 

の
よ
う
に
筆
で
文
字
を
書
く
こ
と
そ
の
こ
と
を
示
し
た
例
も
存
在
す
る
。
「
筆
」
の
語
が
、
一
般
化
し
て
き
て
、
物
の
名
の
み
な
ら
 
 

ず
、
書
く
こ
と
を
も
表
す
よ
う
に
用
法
を
拡
張
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
「
筆
」
の
語
形
の
出
現
は
遅
い
け
 
 

れ
ど
も
、
中
国
か
ら
文
字
が
伝
来
す
る
こ
ろ
に
相
前
後
し
て
、
こ
の
語
が
形
成
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

「
筆
」
の
語
形
が
、
固
有
の
語
形
で
あ
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
を
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
語
の
語
源
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
説
が
 
 

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
一
般
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
ふ
み
て
」
か
ら
「
ふ
ん
で
」
と
な
り
、
「
ふ
で
」
と
い
う
語
形
 
 

に
な
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
語
源
説
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
を
る
。
 
 
 

㈲
 
ふ
み
て
（
文
手
、
書
手
）
の
意
と
す
る
も
の
 
 

『
倭
名
類
架
抄
』
 
『
類
緊
名
養
抄
』
 
『
菊
池
俗
言
考
』
を
ど
の
よ
う
な
江
戸
時
代
以
前
の
古
辞
書
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
次
 
 
 

の
諸
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
以
後
の
学
者
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
語
源
説
で
も
あ
る
。
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『
国
語
の
語
根
と
そ
の
分
類
』
 
（
大
島
正
健
）
 
 

『
大
言
海
』
 
（
大
槻
文
彦
）
 
 

『
国
語
学
論
考
』
 
（
金
田
一
京
助
）
 
 

「
国
語
の
語
彙
の
特
色
」
 
（
佐
藤
喜
代
治
）
 
 
 

㈲
 
「
フ
ミ
イ
デ
」
の
意
と
す
る
も
の
 
 

『
日
本
釈
名
』
 
 
 

榔
 
幣
束
の
ホ
デ
（
梵
天
）
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
と
す
る
も
の
 
 

『
折
口
学
へ
の
招
待
』
 
（
高
崎
正
秀
）
 
 
 

㈲
 
秀
文
（
フ
デ
）
の
意
と
す
る
も
の
 
 

『
日
本
文
学
説
』
 
（
黒
川
真
頼
）
 
 
 

㈲
 
「
筆
」
の
音
で
あ
る
「
ヒ
ツ
」
の
音
転
と
す
る
も
の
 
 

「
国
語
学
通
論
』
 
（
金
沢
庄
三
郎
）
 
 
 

筆
の
作
製
に
つ
い
て
、
当
地
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

○
フ
デ
ヨ
ー
 
マ
列
。
 
筆
を
巻
く
。
 
 

こ
の
 
「
7
デ
ヨ
ー
 
 

マ
ク
」
 
の
言
い
方
は
、
毛
筆
一
管
を
完
成
さ
せ
る
全
工
程
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
筆
の
主
要
部
 
 

分
で
あ
る
穂
首
の
完
成
の
み
を
指
し
て
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
に
最
も
近
い
例
を
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
古
く
は
、
建
長
二
年
八
月
十
六
日
の
条
を
記
し
た
 
『
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弁
内
侍
日
記
』
に
出
て
く
る
。
 
 
 

又
五
節
の
ま
ね
に
、
宮
内
脚
の
す
け
ど
の
い
だ
し
う
た
せ
ら
る
ペ
き
に
て
侍
し
（
中
略
）
あ
ま
り
を
そ
く
な
り
て
、
そ
の
生
も
 
 

す
み
侍
り
し
に
、
左
衛
門
督
も
、
ち
と
は
お
か
し
げ
に
お
も
ひ
て
ぞ
た
ち
給
に
し
、
い
と
い
と
お
か
し
く
て
、
こ
こ
ろ
の
う
ち
 
 

に
、
弁
内
侍
、
 
 

聞
は
や
す
し
ろ
う
す
や
う
の
折
か
ら
は
い
か
が
い
ふ
べ
き
巻
き
あ
げ
の
筆
 
 

こ
れ
は
、
平
家
物
語
肇
一
殿
上
闇
討
の
事
の
条
に
出
て
く
る
「
巻
上
筆
」
と
同
じ
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
筆
軸
に
色
糸
 
 

を
も
っ
て
飾
り
た
て
た
筆
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
を
軸
の
飾
り
立
て
の
方
法
は
、
現
在
で
も
、
有
馬
温
泉
土
産
と
し
 
 

て
売
ら
れ
て
い
る
有
馬
筆
に
見
ら
れ
る
。
熊
野
筆
の
製
造
法
が
有
馬
よ
り
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
伝
承
が
現
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
 
 

と
、
「
軸
を
巻
く
」
こ
と
を
も
っ
て
筆
の
最
終
的
仕
上
げ
と
す
る
有
馬
筆
の
「
筆
を
巻
く
」
と
い
う
作
業
そ
の
こ
と
を
、
熊
野
に
お
 
 

い
て
筆
の
穂
首
を
作
る
と
い
う
言
い
方
に
転
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
 
 
 

な
お
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
筆
が
古
代
に
お
い
て
紙
巻
に
よ
っ
て
穂
首
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
 
 

と
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
を
い
か
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
紙
に
毛
を
揃
え
広
げ
て
、
そ
れ
を
巻
く
と
い
う
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
筆
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
、
正
倉
院
御
物
の
筆
を
見
て
も
わ
か
る
。
「
東
大
寺
正
倉
院
御
宝
庫
御
開
封
記
額
」
に
よ
 
 

れ
ば
、
 
 

斑
竹
筆
 
裾
紙
存
 
牽
不
存
 
 

と
あ
る
。
古
い
製
法
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

筆
を
製
作
す
る
こ
と
を
、
日
本
で
は
一
般
に
「
筆
を
結
ふ
」
と
い
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
実
隆
公
記
』
 
に
お
い
て
も
、
こ
の
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言
い
方
が
見
ら
れ
る
。
 
 

永
正
三
年
十
一
月
十
九
日
甲
午
、
…
…
筆
工
釆
之
間
、
兎
豪
令
結
之
。
 
 

ま
た
、
一
六
〇
三
～
一
六
〇
四
年
に
か
け
て
出
来
た
 
『
日
葡
辞
書
』
 
に
お
い
て
も
、
「
F
u
d
e
」
 
の
項
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
 
 

る
。
 
 

F
u
d
e
u
O
 
凰
 
（
筆
を
結
ふ
）
 
日
本
の
ペ
ン
 
（
筆
）
を
つ
く
る
。
 
 
 

室
町
時
代
以
降
で
も
、
「
筆
を
結
ふ
」
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
ご
く
初
め
に
出
さ
れ
た
 
『
職
人
尽
歌
合
』
 
（
 
 

俗
称
「
七
十
一
番
歌
合
」
）
 
に
よ
る
と
、
 
 

を
び
く
ほ
ど
い
か
が
ゆ
は
ま
し
わ
が
た
め
は
夏
毛
の
ふ
で
の
心
こ
は
さ
を
 
 

の
歌
を
あ
げ
て
い
る
。
「
結
ふ
」
と
「
言
ふ
」
と
を
掛
け
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
詞
に
、
 
 

ふ
で
は
、
ゆ
ふ
ば
か
り
な
く
お
も
し
ろ
く
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
「
筆
を
結
ふ
」
 
の
言
い
方
が
正
統
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
言
い
方
は
、
さ
ら
に
幕
末
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
万
金
産
業
袋
』
 
に
、
 
 

「
総
じ
て
筆
の
ゆ
ひ
や
う
は
…
＝
…
」
 
 

と
あ
る
。
 
 
 

「
筆
を
巻
く
」
の
言
い
方
が
、
筆
の
穂
首
製
作
に
あ
た
っ
て
そ
の
最
後
の
段
階
で
麻
糸
で
糸
締
め
を
す
る
こ
と
を
い
う
こ
と
か
ら
 
 

す
れ
ば
、
特
に
奇
異
を
感
じ
を
与
え
る
言
い
方
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
巻
上
筆
」
の
言
い
方
に
由
来
す
る
か
あ
る
い
は
紙
巻
 
 

穂
首
の
製
作
法
に
由
来
す
る
か
い
ず
れ
か
の
「
筆
を
巻
く
」
と
い
う
言
い
方
が
、
熊
野
町
に
お
い
て
一
般
化
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
、
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三
 
筆
の
構
成
部
分
 
 
 

村
ク
ビ
 
 
穂
首
 
 

ジ
ク
 
 

軸
 
 
 

筆
は
、
毛
房
状
の
部
分
す
な
わ
ち
「
ホ
ク
ビ
」
と
細
長
い
竹
状
の
部
分
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
筆
の
う
ち
、
穂
首
の
部
分
が
 
 

重
要
で
あ
り
、
そ
の
製
作
に
当
た
っ
て
は
高
度
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 
 

「
ホ
ク
ビ
」
の
語
は
、
通
常
稲
の
穂
の
部
分
す
を
わ
ち
稲
穂
の
一
原
状
の
部
分
を
指
し
て
い
う
。
あ
る
い
は
、
時
に
槍
等
の
先
の
部
 
 

分
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
筆
の
「
穂
」
の
部
分
す
な
わ
ち
そ
の
先
端
を
毛
房
の
部
分
に
相
当
す
る
と
認
め
た
た
め
に
、
こ
の
名
称
が
 
 

生
ま
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

「
軸
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
ジ
ク
」
と
呼
称
す
る
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
「
続
修
東
大
寺
正
倉
院
文
書
三
十
一
」
に
所
 
 

収
さ
れ
て
い
る
天
平
宝
字
三
年
六
月
二
十
八
日
の
紙
背
に
、
 
 

四
百
文
菟
毛
筆
十
管
 
 

充
分
を
蓋
然
性
が
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
「
筆
を
結
ふ
」
、
の
言
い
方
は
、
「
髪
を
結
ふ
」
な
ど
の
 
「
結
ふ
」
に
見
ら
 
 

れ
る
よ
う
に
、
毛
を
ま
と
め
る
と
い
う
言
い
方
か
ら
成
立
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は
、
そ
の
言
い
方
が
、
穂
首
の
製
作
に
の
 
 

み
使
わ
れ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
筆
全
体
の
完
成
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
も
の
な
の
か
、
判
然
と
し
え
な
い
。
し
か
し
、
筆
の
生
 
 

命
で
あ
る
穂
首
の
重
要
さ
か
ら
す
れ
ぼ
、
「
結
ふ
」
の
言
い
方
は
、
穂
首
に
つ
い
て
い
う
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の
と
だ
け
は
推
察
さ
 
 

れ
よ
う
。
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と
あ
る
。
筆
は
、
「
管
」
の
助
数
詞
で
数
え
ら
れ
て
い
た
七
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
筆
の
軸
が
管
状
の
も
の
で
作
ら
れ
て
 
 

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
直
ち
に
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
冒
葡
辞
書
』
で
は
、
百
号
」
 
 

（
対
）
」
の
項
に
、
 
 

F
u
d
2
i
t
巾
u
i
（
筆
一
対
）
一
組
の
ペ
ン
 
〔
筆
〕
。
 
 

と
あ
る
。
室
町
期
に
お
い
て
は
、
す
で
に
筆
が
「
対
」
の
助
数
詞
で
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
、
 
 

熊
野
町
で
も
、
筆
を
数
え
る
助
数
詞
と
し
て
、
「
ツ
イ
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
弟
は
室
町
時
代
以
前
の
呼
称
を
伝
承
し
て
い
 
 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

筆
の
軸
を
「
管
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
筆
の
異
名
と
し
て
、
甘
葡
辞
書
』
に
次
の
よ
う
を
語
を
載
せ
て
い
る
こ
と
が
参
考
と
な
ろ
 
 

う
か
。
 
 

C
h
訝
。
C
u
n
 
 
 

（
中
書
君
）
 
 

Q
u
a
コ
j
葦
 
 
 

（
管
城
子
）
 
 

Q
u
害
等
s
亡
 
 
 

（
管
城
子
）
 
 

S
O
b
i
 
 

（
鼠
尾
）
 
 

こ
れ
ら
の
各
語
は
、
い
ず
れ
も
漢
語
に
由
来
す
る
繕
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
管
城
子
」
と
す
る
も
の
は
、
筆
の
軸
に
注
目
し
た
命
 
 

名
で
あ
る
。
「
鼠
尾
」
は
、
穂
先
の
毛
の
種
類
に
注
目
し
た
命
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
管
の
名
が
軸
部
 
 

分
の
こ
と
を
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。
ま
た
、
『
江
家
次
第
』
四
、
正
月
、
除
目
の
条
に
、
 
 
 

筆
不
用
一
丹
管
斑
竹
等
一
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と
あ
る
。
漢
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
管
」
 
の
語
を
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

『
易
林
本
節
用
集
』
 
に
お
い
て
は
、
 
 

ツ
カ
 
 
 
同
 
 
 
同
 
 

柄
 
相
 
管
 
筆
 
 

と
載
せ
て
い
る
。
「
管
」
が
訓
読
さ
れ
る
時
に
は
、
「
つ
か
」
の
語
形
で
読
ま
れ
た
こ
と
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

「
つ
か
」
 
の
語
形
は
、
す
で
に
 
「
源
氏
物
語
」
 
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
 
 

御
車
の
も
と
ち
か
き
こ
れ
み
つ
、
承
り
や
し
つ
ら
む
、
さ
る
召
し
も
や
と
例
に
な
ら
い
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
ま
う
け
た
る
つ
か
み
 
 
 

じ
か
き
ふ
で
な
ど
、
御
車
と
ど
も
る
と
こ
ろ
に
た
て
ま
つ
れ
り
。
（
浮
標
）
 
 

ま
た
、
「
今
昔
物
語
集
」
三
十
に
お
い
て
も
、
「
大
キ
ナ
ル
筆
楠
二
人
レ
テ
」
と
あ
る
。
江
戸
初
期
の
『
職
人
尽
歌
合
』
に
お
い
て
 
 

も
、
 
 
 

筆
づ
か
に
切
り
つ
づ
め
た
る
さ
き
竹
の
長
き
夜
し
ら
ず
月
を
見
る
哉
 
 

の
歌
を
あ
げ
、
そ
の
判
詞
と
し
て
、
 
 
 

筆
づ
か
に
切
り
つ
づ
め
た
る
と
い
ひ
て
、
す
ゑ
に
を
が
き
夜
し
ら
ぬ
と
よ
め
る
た
く
み
也
 
 

と
い
う
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
「
筆
づ
か
」
の
語
が
「
軸
」
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
 
 
 

江
戸
初
期
に
出
た
 
冒
不
五
大
草
紙
』
の
「
色
々
の
事
」
に
条
に
は
、
 
 
 

一
、
主
人
へ
筆
を
参
ら
せ
候
は
、
ぢ
く
の
方
を
右
の
手
に
て
差
出
す
べ
し
。
又
筆
の
ぢ
く
の
長
さ
の
事
、
其
の
物
は
四
寸
弐
分
、
 
 

行
の
物
は
四
寸
八
分
、
革
の
物
は
五
寸
弐
分
と
い
へ
り
。
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と
述
べ
て
い
る
。
筆
の
「
軸
」
の
言
い
方
の
成
立
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
同
じ
く
江
戸
初
期
に
出
来
た
 
『
毛
吹
草
』
に
お
い
て
も
そ
 
 

の
巻
四
で
、
「
薩
摩
」
の
名
物
と
し
て
、
 
 

黒
檀
細
工
 
 
筆
の
竺
 
 

と
し
て
い
る
。
宗
五
大
草
紙
の
例
の
よ
う
に
、
書
く
ペ
き
文
字
に
よ
っ
て
軸
の
長
さ
の
違
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
し
て
 
 

よ
か
ろ
う
。
 
 

軸
を
作
っ
て
い
る
も
の
は
、
 
 
 

夕
列
 
竹
 
 
 

判
 
 
 

木
 
 

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
が
 
「
タ
ケ
」
で
あ
る
。
「
キ
」
の
軸
は
、
か
つ
て
は
相
当
の
大
筆
で
を
い
か
ぎ
 
 

り
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
近
来
で
は
学
童
用
の
も
の
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

軸
の
末
端
に
あ
る
飾
り
は
、
牛
骨
、
黒
檀
等
で
作
ら
れ
て
い
た
。
後
に
セ
ル
ロ
イ
ド
と
を
り
、
現
在
で
は
合
成
樹
脂
系
の
も
の
が
 
 

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
か
つ
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
牛
骨
に
由
来
す
る
、
 
 

コ
 
 
 

と
い
う
言
い
方
を
も
っ
て
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。
 
 
 

を
お
、
筆
の
附
属
品
と
し
て
、
筆
帽
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
 
 

サ
判
 
 

別
ブ
セ
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キ
ャ
ッ
プ
 
 

匂
ル
 
 

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
外
来
語
の
「
キ
ャ
ッ
プ
」
の
譜
を
最
も
多
く
用
い
る
。
「
セ
ル
」
と
い
う
の
は
、
か
っ
て
「
到
シ
ノ
 
 

カ
ワ
」
 
（
葦
の
皮
）
を
も
っ
て
筆
帽
に
し
て
い
た
も
の
が
、
後
に
セ
ル
ロ
イ
ド
系
の
も
の
に
変
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
 
 

よ
う
に
を
っ
た
ら
し
い
。
 
 
 

「
サ
ヤ
」
の
語
形
は
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
伊
呂
波
芋
類
抄
』
の
雑
の
部
に
、
 
 
 

筆
筒
 
フ
デ
ノ
サ
ヤ
 
 

と
し
て
い
る
。
 
 

四
 
筆
の
種
類
 
 
 

筆
の
種
類
を
区
分
す
る
用
語
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

利
十
ヒ
ツ
 
 
 
水
筆
 
 

ネ
ン
セ
一
 
 
 
年
生
 
 

○
ネ
ン
廿
〓
ユ
ー
ナ
ー
 
ガ
ク
ド
ー
ヨ
一
利
－
1
。
 
年
生
と
い
う
の
は
学
童
用
よ
ね
。
 
 

○
村
ク
ビ
ュ
ー
 
ノ
引
デ
 
カ
タ
メ
割
判
ル
 
フ
デ
ノ
 
コ
〓
 
ヨ
ハ
ー
。
穂
首
を
糊
で
固
め
て
い
る
筆
の
こ
と
よ
ね
。
 
 
 

‥
引
力
キ
 
 
真
書
き
 
 

○
コ
刊
－
ジ
ュ
ー
 
カ
グ
 
フ
デ
 
到
－
。
小
さ
を
字
を
書
く
筆
よ
。
 
 
 

メ
ン
¶
 
 

面
相
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昭
和
二
十
年
以
前
に
、
熊
野
町
で
主
と
し
て
生
産
さ
れ
た
筆
は
、
「
水
筆
」
 
「
年
生
」
 
「
真
書
き
」
 
「
面
相
」
の
四
種
で
あ
っ
た
。
 
 

「
紅
筆
」
以
下
の
繕
が
そ
の
用
途
を
中
心
に
し
た
命
名
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
従
来
か
ら
の
生
産
品
の
命
名
に
は
そ
の
由
来
の
 
 

不
明
な
も
の
が
多
い
。
 
 
 

こ
の
う
ち
、
水
筆
は
、
江
戸
後
期
の
『
挽
記
』
 
に
出
て
く
る
語
形
で
あ
る
。
 
 
 

享
保
十
二
年
五
月
晦
日
、
参
候
、
昨
日
右
大
将
ノ
御
参
り
二
テ
松
下
見
礫
ガ
水
筆
卜
申
ス
ハ
イ
カ
ヤ
ウ
ノ
輩
こ
テ
候
ヤ
、
頬
ヒ
 
 
 

タ
キ
ヨ
シ
ヲ
申
ス
ト
、
仰
ラ
レ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
ソ
レ
ハ
見
傑
ガ
ツ
ネ
二
見
ル
書
二
出
タ
ル
コ
ト
ナ
ガ
ラ
、
面
々
ノ
カ
ラ
用
ヒ
ヌ
コ
 
 
 

ト
ニ
ハ
気
ガ
ツ
カ
ヌ
モ
ノ
ユ
ヘ
ナ
リ
、
ソ
レ
ハ
五
雑
狙
二
出
デ
テ
シ
ン
ナ
シ
筆
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
総
ジ
テ
漢
名
ノ
立
チ
ャ
ウ
ガ
、
日
 
 
 

本
人
ノ
思
人
ト
ハ
ア
チ
ラ
コ
チ
ラ
ナ
ル
コ
ト
多
シ
、
是
ナ
ド
モ
心
ナ
シ
心
ア
リ
ト
云
処
ナ
ラ
バ
、
義
ハ
タ
タ
ズ
、
心
ア
ル
ハ
墨
二
 
 
 

染
メ
テ
ツ
カ
7
、
心
ナ
シ
蓋
筆
ノ
類
ハ
水
ニ
ソ
ソ
ギ
テ
ツ
カ
7
ユ
エ
ニ
、
水
筆
卜
云
ナ
ル
ベ
シ
 
 

こ
こ
に
、
 
「
水
筆
」
の
語
は
出
現
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
画
筆
の
こ
と
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
熊
野
町
で
い
う
「
水
筆
」
は
、
 
 

手
紙
や
文
書
を
書
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
、
穂
首
丁
五
加
ほ
ど
、
そ
の
径
七
～
八
m
ほ
ど
の
筆
の
こ
と
で
、
世
上
最
も
多
く
用
い
 
 

○
エ
カ
キ
ガ
 
 

○
ホ
デ
モ
 
 

ペ
ニ
列
デ
 
 

ガ
ヒ
ツ
 
 
 

ケ
シ
ョ
ー
パ
ケ
 
 
 

ア
ブ
ラ
サ
シ
 
 ジ

ュ
ー
 
カ
イ
チ
モ
 
エ
ー
ガ
ン
 
 
 

紅
筆
 
 
 

画
筆
 
 
 

化
粧
ば
け
 
 
 

油
さ
し
 
 

カ
ワ
ノ
 
廿
ン
 
カ
タ
 
ト
キ
ニ
ッ
カ
ウ
ン
ジ
ャ
ソ
ー
ナ
。
絵
善
が
顔
の
線
を
書
く
時
に
使
う
の
だ
そ
う
だ
。
 
 

カ
ケ
刊
ス
 
列
。
 
そ
れ
で
も
字
を
書
い
て
も
、
よ
く
書
け
ま
す
よ
。
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ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
枚
記
』
の
記
述
と
は
、
全
く
異
を
る
も
の
で
あ
る
点
は
、
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

「
年
生
」
の
語
は
、
学
童
用
の
者
か
ら
、
「
一
年
生
」
を
ど
の
語
を
基
に
し
て
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
命
名
の
由
来
は
わ
 
 

カ
り
に
く
い
。
 
 
 

な
お
、
そ
の
ほ
か
筆
の
大
き
さ
に
よ
る
命
名
も
行
を
わ
れ
て
い
る
。
 
 

オ
刊
7
デ
 
親
筆
 
 

コ
フ
男
 
 
 

子
筆
 
 

「
コ
フ
デ
」
は
「
小
筆
」
の
こ
と
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
オ
刊
フ
デ
」
の
言
い
方
が
存
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
子
筆
」
 
 

の
意
で
は
を
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

○
利
イ
ヒ
ツ
ァ
ー
 

コ
フ
列
ン
 
ナ
ル
。
水
筆
は
子
筆
に
な
る
。
 
 

こ
れ
は
、
水
筆
の
筆
の
形
状
を
子
筆
に
区
別
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
表
現
で
あ
る
。
 
 

フ
ト
列
デ
 
 
太
筆
 
 
 

タ
イ
ヒ
刊
 
 
大
挙
 
 

○
フ
ト
刊
デ
 
ュ
ー
タ
ラ
 
タ
イ
ヒ
ツ
ノ
 
コ
H
－
イ
ー
マ
ス
。
太
筆
と
い
う
と
、
大
筆
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
 
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
筆
を
形
状
か
ら
命
名
す
る
場
合
に
は
、
「
大
挙
」
の
も
の
に
つ
い
て
の
呼
称
の
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
大
筆
 
 

が
日
常
用
の
筆
で
な
か
っ
た
だ
け
に
、
特
に
注
意
さ
れ
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
水
筆
」
 
「
年
生
」
 
「
真
書
」
 
面
相
」
は
、
通
常
、
穂
首
を
糊
で
固
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
書
家
等
は
、
穂
首
を
糊
で
固
め
 
 

て
い
な
い
筆
を
好
む
。
こ
の
よ
う
を
筆
を
、
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サ
バ
キ
 
 
さ
ば
き
 
 

ば
ら
 
 

バ
ラ
 
 

の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
は
穂
首
の
毛
の
形
状
に
着
目
し
た
命
名
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
熊
野
町
で
の
毛
筆
の
種
類
に
対
す
る
命
名
は
、
生
産
者
の
立
場
か
ら
の
命
名
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
仕
向
先
別
 
 

の
要
求
に
対
応
し
た
命
名
法
を
と
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
町
の
文
房
具
店
等
で
は
、
「
大
筆
」
か
「
小
筆
」
あ
る
い
は
、
穂
首
 
 

の
毛
の
種
類
や
軸
の
形
状
に
着
目
し
て
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
熊
野
町
で
は
全
く
異
な
る
命
名
法
を
用
つ
て
い
る
こ
と
 
 

は
、
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

五
 
ぁ
わ
り
に
 
 
 

こ
れ
ま
で
、
筆
の
ご
く
一
部
の
呼
称
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
、
を
お
筆
の
製
法
に
か
か
わ
る
呼
称
は
数
多
い
。
そ
 
 

の
多
く
は
文
献
上
で
も
見
ら
れ
な
い
も
多
い
。
町
内
に
製
法
に
つ
い
て
の
記
録
等
が
あ
れ
ば
拝
見
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
他
の
生
産
地
の
呼
称
と
異
を
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
御
存
知
の
方
は
、
ぜ
ひ
と
も
御
教
示
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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（
明
治
初
期
の
熊
野
の
政
治
）
 
 
 

江
戸
時
代
の
熊
野
町
は
、
熊
野
村
と
川
角
村
・
平
谷
村
と
に
分
．
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
江
戸
時
代
の
後
半
に
は
次
の
よ
う
に
庄
屋
 
 

が
熊
野
に
二
名
（
組
頭
が
三
～
五
名
）
、
川
角
村
・
平
谷
村
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
い
た
の
で
あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
人
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

熊
野
柑
 
 

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
 
 

弘
化
五
年
（
一
八
四
八
）
 
 

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
 
 

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
 
 

平
谷
村
 
 
 

正
徳
四
年
（
」
七
一
四
）
 
 

川
角
村
 
 

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
 
 

近
代
の
熊
野
の
政
治
 
 

梶
山
治
兵
衛
 
 

四
郎
右
衛
門
 
 

山
田
屋
阻
平
次
 
 
市
郎
左
衛
門
 
 

市
郎
左
衛
門
 
 

市
郎
左
衛
門
 
 
 

謙
次
郎
 
 

柴
 
原
 
健
 
児
 
 

（
筆
の
町
熊
野
誌
か
ら
）
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第三大区第五小区  
江
戸
が
東
京
と
改
称
さ
れ
、
年
号
が
慶
応
か
ら
明
治
に
改
め
ら
れ
て
も
、
柑
の
政
治
に
す
ぐ
に
は
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
わ
け
で
 
 

は
を
い
。
明
治
三
年
九
月
、
平
民
に
苗
字
の
使
用
が
許
可
さ
れ
た
が
、
人
々
の
生
活
そ
の
も
の
に
は
、
や
は
り
大
き
を
変
化
は
な
か
 
 

っ
た
。
 
 

‥
 
 

も
 
 

明治21年輯製製版  
い
ヽ
′
 
 

、
 
 

■
 

・
＼
 
 
 

叫
∴
∴
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明
治
四
年
四
月
、
太
政
官
布
告
で
「
府
蒲
県
一
般
戸
籍
の
法
」
が
公
布
さ
れ
、
戸
籍
編
成
の
た
め
の
行
政
区
画
（
大
区
・
小
区
）
 
 

が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
広
島
藩
は
武
一
騒
動
の
た
め
、
お
く
れ
て
十
月
か
ら
こ
の
作
業
が
始
め
ら
れ
、
翌
五
年
 
 

の
四
月
に
編
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
県
下
を
一
七
大
区
に
分
け
、
大
区
を
さ
ら
に
四
を
い
し
一
六
の
小
区
に
分
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

熊
野
・
平
谷
・
川
角
は
、
押
込
・
苗
代
・
栃
原
・
焼
山
と
と
も
に
（
い
わ
ゆ
る
熊
野
七
郷
）
第
三
大
区
の
第
五
小
区
を
形
成
し
て
い
た
。
 
 
 

大
区
の
事
務
所
は
大
区
用
所
と
称
し
、
第
三
大
区
で
は
海
田
市
に
お
か
れ
て
い
た
。
大
区
の
区
長
は
国
枝
輿
助
（
文
静
）
が
任
命
 
 

さ
れ
、
区
長
を
補
佐
す
る
戸
長
に
は
荘
山
田
村
出
身
で
、
も
と
割
庄
屋
の
沢
原
為
網
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
小
区
の
事
務
所
は
小
区
用
所
 
 

あ
る
い
は
用
場
と
い
わ
れ
、
副
戸
長
が
お
か
れ
た
。
第
五
小
区
の
副
戸
長
に
は
、
苗
代
か
ら
神
膵
徳
孝
が
、
熊
野
か
ら
は
以
前
の
庄
 
 

屋
で
あ
り
、
佐
々
木
の
姓
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
健
太
郎
が
任
名
さ
れ
た
。
 
 
 

明
治
六
年
八
月
に
は
、
組
織
に
手
直
し
が
行
わ
れ
た
。
大
区
の
事
務
所
は
会
議
所
と
よ
ば
れ
、
区
長
・
副
区
長
が
そ
の
任
に
あ
た
 
 

っ
た
。
小
区
の
長
は
戸
長
と
い
い
、
熊
野
は
佐
々
木
裕
四
郎
が
な
っ
た
。
七
年
三
月
に
は
、
ま
た
改
正
が
あ
り
、
小
区
を
連
合
し
て
 
 

事
務
所
を
設
け
、
そ
の
事
務
所
に
戸
長
、
副
戸
長
を
お
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
上
等
戸
長
（
上
等
と
下
等
と
が
あ
 
 

り
、
日
給
に
も
等
差
が
あ
っ
た
。
）
 
に
佐
々
木
健
太
郎
（
の
ち
高
仙
を
名
の
る
）
が
任
名
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
と
き
の
連
合
の
範
囲
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
明
治
十
年
十
二
月
の
連
合
で
は
、
第
三
大
区
内
の
 
 

十
一
の
小
区
を
七
つ
に
分
け
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
矢
野
に
事
務
所
を
お
く
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
熊
野
、
平
谷
、
川
角
と
押
込
、
 
 

苗
代
、
栃
原
、
焼
山
の
熊
野
七
郷
、
そ
れ
に
矢
野
、
坂
、
大
屋
の
十
ケ
村
の
連
合
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
連
合
の
戸
長
は
金
子
誠
之
 
 

肋
（
広
島
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
神
藤
徳
孝
が
戸
長
で
あ
っ
た
と
い
う
左
の
資
料
も
あ
り
、
戸
長
が
二
人
い
た
の
か
、
そ
れ
 
 

と
も
ど
ち
ら
か
が
間
違
い
な
の
か
、
断
定
で
き
な
い
。
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副
戸
長
は
熊
野
村
で
は
佐
々
木
祐
四
郎
が
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
務
所
に
は
、
筆
生
 
（
彼
の
書
記
）
四
名
が
お
か
れ
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
任
命
さ
弟
た
戸
長
や
副
戸
長
の
ほ
か
に
ヾ
村
内
に
在
籍
し
、
不
動
産
を
有
す
る
二
十
才
以
上
の
男
子
に
よ
り
選
出
さ
 
 

れ
る
人
民
総
代
が
二
名
い
た
。
明
治
十
年
十
二
月
、
熊
野
か
ら
高
仙
の
子
佐
々
木
克
之
輔
が
選
出
さ
れ
た
。
総
代
は
、
そ
の
心
得
書
 
 

に
よ
る
と
、
金
穀
公
借
（
財
政
）
、
共
有
物
取
扱
、
土
木
起
功
な
ど
に
関
し
て
住
民
の
意
志
を
代
弁
す
る
役
割
を
果
た
さ
せ
一
よ
う
と
 
 

す
る
も
の
だ
っ
た
。
 
 

以
上
、
め
ま
ぐ
る
し
く
組
織
や
そ
れ
に
従
事
し
た
人
々
が
変
わ
っ
て
い
る
。
⊥
か
し
任
命
さ
れ
選
出
さ
れ
た
人
名
を
．
み
る
と
庄
屋
 
 

の
経
験
者
や
そ
の
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
職
務
も
戸
籍
の
み
な
ら
ず
、
村
政
事
務
全
般
を
受
け
も
つ
よ
う
に
な
っ
 
 

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
時
期
の
大
き
を
政
治
的
課
題
は
、
学
制
・
徴
兵
制
と
地
租
改
正
で
あ
っ
た
。
学
制
は
明
治
五
年
九
月
に
頒
布
さ
れ
た
。
「
邑
 
 

二
不
畢
ノ
戸
ナ
ク
、
家
二
不
畢
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戸
主
の
義
務
を
説
く
と
と
も
に
、
教
育
を
村
の
 
 

責
任
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
五
年
十
二
月
に
は
徴
兵
告
論
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
名
簿
作
成
の
た
め
に
も
戸
籍
の
掌
握
 
 

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
も
村
の
仕
事
と
を
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

地
租
改
正
は
、
六
年
七
月
に
地
租
改
正
条
例
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
。
土
地
を
あ
ら
た
め
て
丈
量
す
る
こ
と
、
収
益
 
 

を
中
心
に
地
価
を
決
定
す
る
こ
と
。
地
価
の
三
％
を
地
租
、
ま
た
一
％
を
地
方
費
と
す
る
こ
と
、
物
納
を
廃
止
し
金
納
と
す
る
こ
と
、
 
 

年
（
豊
凶
）
に
よ
っ
て
地
租
に
変
化
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
広
島
県
で
は
八
年
六
月
に
土
地
 
 

丈
量
が
指
示
さ
れ
、
十
年
中
ご
ろ
に
完
了
し
て
い
る
の
で
、
熊
野
で
も
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
と
思
れ
る
。
県
は
こ
の
仕
事
に
正
副
区
 
 

長
を
あ
た
ら
せ
、
さ
ら
に
一
大
区
一
名
の
改
正
総
代
を
設
け
て
、
こ
れ
を
補
佐
さ
せ
た
．
。
量
地
伝
習
を
繰
り
返
し
て
丈
量
技
術
者
を
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黎
成
し
、
各
村
三
～
四
名
の
技
術
者
に
よ
っ
て
村
内
の
測
量
を
行
わ
せ
た
り
地
等
条
例
で
等
級
の
組
み
立
て
を
し
た
が
、
農
民
に
は
 
 

不
満
が
あ
り
、
県
は
硬
軟
お
り
混
ぜ
て
の
説
得
で
よ
う
や
く
納
得
さ
せ
た
。
熊
野
の
御
建
山
（
落
石
林
）
で
あ
る
と
う
所
山
な
ど
は
、
 
 

こ
の
時
国
有
林
に
組
み
込
ま
れ
た
。
 
 
 

明
治
十
一
年
七
月
「
郡
区
町
村
編
成
法
」
 
「
府
県
会
規
則
」
 
「
地
方
税
規
則
」
の
三
新
法
が
、
続
い
て
十
三
年
四
月
「
区
町
村
会
 
 

法
」
が
公
布
さ
れ
、
地
方
行
政
は
方
向
を
転
換
す
る
こ
と
に
を
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
区
・
小
区
制
が
地
方
の
実
情
に
合
わ
な
い
た
め
 
 

旧
に
復
す
る
こ
と
、
地
租
改
正
へ
の
不
満
に
よ
り
十
年
一
月
、
地
租
を
地
価
の
二
・
五
％
に
切
り
下
げ
た
た
め
に
お
こ
る
国
政
事
務
 
 

の
府
県
会
・
区
町
村
へ
の
移
行
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
、
藩
閥
政
府
へ
の
自
由
民
権
運
動
の
反
対
、
県
令
と
新
し
く
で
き
た
県
会
と
の
 
 

対
立
な
ど
を
地
方
譲
合
の
段
階
で
封
じ
こ
め
、
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

な
お
地
方
税
規
則
は
ー
県
費
・
区
費
を
地
方
税
と
す
る
一
方
、
各
区
町
村
限
り
の
経
費
を
私
的
を
経
費
と
し
て
協
議
費
と
名
付
け
、
 
 

徴
収
方
法
・
費
途
を
住
民
の
協
議
に
ま
か
せ
て
い
た
。
 
 
 

編
成
法
の
六
条
に
よ
る
と
「
各
町
村
二
戸
長
各
一
員
ヲ
置
ク
、
又
数
町
村
三
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ラ
得
」
と
あ
り
、
八
月
に
は
、
「
戸
 
 

長
ハ
其
人
民
二
於
テ
可
懐
公
選
セ
シ
メ
ル
」
と
し
、
十
一
月
に
は
「
町
村
戸
長
選
挙
規
則
」
を
公
布
し
、
戸
長
の
任
期
は
再
選
を
妨
 
 

げ
な
い
三
年
と
し
た
。
役
所
は
戸
長
役
場
と
い
っ
た
。
 
 
 

第
三
大
区
は
編
成
法
に
よ
り
、
区
制
以
前
の
安
芸
郡
に
も
ど
り
、
そ
の
郡
役
所
を
海
田
市
に
置
い
た
。
第
五
小
区
も
元
の
通
り
、
 
 

熊
野
は
熊
野
村
、
平
谷
村
、
川
角
村
と
を
っ
た
。
 
 
 

安
芸
郡
長
に
は
沢
原
為
綱
、
熊
野
村
戸
長
に
は
人
民
総
代
で
あ
っ
た
佐
々
木
克
之
輔
が
任
命
さ
れ
た
。
戸
長
は
、
一
時
民
選
の
時
 
 

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
後
に
再
び
任
命
制
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

期
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村
会
も
あ
り
、
明
治
十
二
年
九
月
、
十
四
年
、
十
七
年
、
二
十
年
の
四
月
に
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
熊
野
村
 
 

の
走
貞
は
五
名
だ
っ
た
。
そ
の
時
選
ば
れ
た
人
々
の
名
は
わ
か
ら
を
い
。
し
か
し
明
治
十
二
年
十
月
に
発
足
し
た
三
十
五
ケ
柑
連
合
 
 

会
諸
に
つ
い
て
の
資
料
か
ら
辛
が
か
り
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
安
芸
郡
内
の
村
（
町
）
 
々
が
資
金
を
出
し
合
い
、
共
同
で
事
業
を
 
 

す
る
も
の
で
、
合
議
は
郡
役
所
で
開
か
れ
、
議
長
に
は
郡
長
が
な
っ
た
。
そ
の
 
「
人
名
控
」
 
に
よ
る
と
、
会
議
に
熊
野
村
は
世
良
孫
 
 

次
郎
を
、
平
谷
柑
は
菅
田
甚
右
衛
門
を
、
川
角
村
は
藤
田
伊
太
郎
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
十
二
年
九
月
の
選
挙
で
 
 

選
ば
れ
た
村
会
議
員
の
代
表
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

熊
野
村
の
選
挙
権
者
数
を
明
治
二
十
年
十
t
一
月
で
示
す
と
一
、
〇
四
一
人
で
あ
っ
た
。
 
 
 

明
治
二
十
年
の
戸
長
役
場
に
は
、
戸
長
の
も
と
で
次
の
人
々
が
筆
生
と
し
て
事
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
。
世
良
保
良
次
、
中
井
堰
、
 
 

隼
田
慶
四
郎
、
遠
山
省
三
、
世
良
実
三
郎
、
世
良
雄
三
郎
の
六
名
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
二
十
一
年
四
月
か
ら
雇
と
し
て
世
良
喜
一
、
 
 

立
花
吉
松
、
土
井
外
人
の
三
名
が
加
わ
っ
て
、
総
勢
九
名
の
陣
容
で
あ
っ
た
。
 
 
 

平
谷
村
と
川
角
村
の
場
合
は
、
押
込
村
、
苗
代
村
、
栃
原
村
の
五
ケ
村
を
合
わ
せ
て
ひ
と
り
の
戸
長
が
お
か
れ
、
明
治
十
一
年
十
 
 

二
月
に
は
神
藤
徳
孝
の
弟
神
藤
（
の
ち
進
藤
）
徳
隣
が
、
そ
し
て
十
二
年
八
月
に
は
徳
孝
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
 
 
 

明
治
十
六
年
二
月
に
は
苗
代
村
、
栃
原
村
の
二
村
の
戸
長
を
神
藤
文
書
が
兼
ね
て
い
た
。
平
谷
、
川
角
村
は
押
込
を
含
め
て
三
ケ
 
 

村
が
連
合
し
て
戸
長
を
置
き
、
そ
の
時
の
戸
長
は
平
谷
村
の
菅
尾
泰
助
だ
っ
た
。
し
か
し
、
十
七
年
七
月
か
ら
町
村
制
の
始
ま
る
二
 
 

十
二
年
ま
で
は
五
ケ
村
連
合
の
戸
長
で
あ
り
、
神
藤
徳
孝
が
務
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
各
村
か
ら
一
名
ず
つ
計
五
名
の
議
員
が
出
 
 

て
連
合
村
会
を
つ
く
っ
て
い
た
。
平
谷
村
か
ら
は
菅
尾
泰
助
、
川
角
付
か
ら
は
尾
川
徳
一
郎
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
合
併
の
兆
し
 
 

を
色
濃
く
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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（
町
村
制
の
も
と
で
の
熊
野
の
政
治
）
 
 
 

明
治
二
十
一
年
四
月
、
市
制
、
町
村
制
が
公
布
さ
れ
、
二
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
執
行
機
関
と
し
て
任
期
四
年
の
 
 

村
長
が
お
か
れ
た
。
村
長
は
名
誉
職
で
村
会
が
満
三
十
才
以
上
の
公
民
の
を
か
か
ら
選
出
し
、
知
事
の
認
可
を
受
け
て
決
定
さ
れ
た
。
 
 
 

明
治
十
一
年
の
府
県
会
規
則
を
う
け
て
の
広
島
県
の
県
会
は
、
十
二
年
の
四
月
か
ら
始
ま
る
。
初
め
は
定
数
六
十
二
、
任
期
四
年
、
 
 

二
年
毎
の
半
数
改
選
と
い
う
し
く
み
で
あ
っ
た
。
安
芸
郡
の
定
数
は
五
名
で
あ
る
。
熊
野
柑
か
ら
は
、
安
芸
郡
仁
保
島
の
波
田
一
郎
 
 

退
職
に
よ
る
補
欠
と
し
て
十
五
年
三
月
か
ら
お
よ
そ
一
年
間
務
め
た
源
辺
勘
助
が
い
た
。
そ
の
あ
と
は
苗
代
の
神
藤
徳
孝
が
引
き
継
 
 

い
だ
。
ま
た
佐
々
木
祐
四
郎
の
子
恵
仲
は
、
安
芸
郡
中
山
の
浜
本
正
蕃
の
あ
と
を
継
ぎ
十
八
年
三
月
の
補
欠
選
挙
で
当
選
し
、
ひ
き
 
 

続
い
て
同
年
九
月
の
選
挙
で
も
当
選
し
て
い
る
。
 
 
 

平
谷
村
・
川
角
村
か
ら
の
県
会
へ
の
当
選
者
は
い
な
い
。
 
 
 

県
会
議
員
の
被
選
挙
権
者
は
地
相
十
円
以
上
納
め
、
選
挙
権
者
は
地
租
五
円
以
上
納
め
る
者
で
あ
っ
て
、
と
も
に
満
二
十
五
才
以
 
 

上
の
男
子
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
十
二
月
の
熊
野
村
で
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
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公
民
と
は
満
二
十
五
才
以
上
の
男
子
で
あ
り
、
地
租
を
納
め
る
か
直
接
国
税
二
円
以
上
納
め
る
著
を
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
任
期
 
 

六
年
、
三
年
ご
と
半
数
磯
選
（
大
正
二
年
末
ま
で
。
そ
れ
以
後
任
期
四
年
、
改
選
な
し
）
の
村
会
が
あ
っ
た
。
村
会
は
二
級
の
選
挙
 
 

制
が
採
用
さ
れ
て
い
て
、
多
額
納
税
者
の
属
す
る
一
級
選
挙
人
と
そ
の
下
位
の
二
級
選
挙
人
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
議
員
定
数
の
半
数
 
 

ず
つ
を
選
挙
す
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
選
峯
は
二
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
村
会
の
議
長
は
、
村
長
が
兼
任
 
 
 

し
た
。
ま
た
こ
の
と
き
か
ら
戸
長
役
場
は
村
役
場
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

現
在
の
熊
野
は
熊
野
村
（
大
正
七
年
熊
野
町
に
）
と
本
庄
村
に
合
併
さ
れ
た
川
角
・
平
谷
に
わ
か
れ
て
い
た
。
合
併
は
、
町
村
制
 
 

公
布
後
間
も
を
い
六
月
の
内
務
大
臣
の
訓
令
「
独
立
自
治
二
耐
ユ
ル
ノ
資
力
」
を
も
つ
 
「
有
力
ノ
町
村
」
の
造
成
及
び
町
村
合
併
の
 
 

標
準
と
し
て
「
各
町
村
大
凡
ソ
三
百
戸
以
上
ヲ
常
例
ト
ス
」
る
指
示
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
二
十
一
 
 

年
の
五
ケ
柑
と
熊
野
村
の
戸
数
及
び
人
口
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

平
谷
相
 
 

川
角
村
 
 

押
込
柑
 
 

苗
代
村
 
 

栃
原
村
 
 

計
 
 

熊
野
柑
 
一
、
 
 

（
熊
野
村
の
場
合
）
 
 
 

六
六
戸
 
 

五
六
戸
 
 

七
〇
戸
 
 
 

一
三
六
戸
 
 

一
一
〇
戸
 
 
 

四
三
八
戸
 
 
 

一
二
三
戸
 
 

五
、
八
七
八
人
 
 
 

二
、
 
 

三
四
四
人
 
 
 

三
〇
〇
人
 
 
 

三
六
七
人
 
 
 

六
六
〇
人
 
 
 

六
二
八
人
 
 
 

二
九
九
人
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収
入
役
 
 

助
 
役
 
 
 

町
 
長
 
 

熊
野
村
（
熊
野
町
）
の
歴
代
村
長
・
助
役
・
収
入
役
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
収
入
役
の
名
が
途
中
か
ら
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
 
 

不
明
の
時
期
も
あ
る
が
、
収
入
役
の
事
務
を
助
役
や
書
記
に
兼
掌
さ
せ
て
い
た
場
合
も
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

山
田
 
千
里
 
 

近
藤
義
雄
 
 

佐
々
木
 
其
一
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こ
れ
で
み
る
と
、
前
述
の
明
治
二
十
年
に
筆
生
で
あ
っ
た
人
々
が
助
役
に
を
り
、
さ
ら
に
村
（
町
）
長
に
な
っ
て
い
る
例
が
前
半
 
 

に
多
く
み
ら
れ
る
。
明
治
四
十
三
年
の
伊
藤
太
三
郎
や
大
正
三
年
の
仏
円
堤
は
村
会
議
員
出
身
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正
か
ら
昭
和
 
 

に
か
け
て
四
期
、
間
を
あ
け
て
一
期
つ
と
め
た
阿
原
臣
は
、
村
長
と
な
る
ま
で
助
役
で
も
を
く
村
会
議
員
で
も
を
か
っ
た
人
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
区
長
は
明
治
二
十
二
年
と
二
十
七
年
と
で
み
る
と
、
七
名
中
四
名
が
同
じ
人
で
あ
る
。
二
十
年
近
く
続
け
た
人
も
あ
り
、
再
 
 

任
を
重
ね
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
熊
野
村
は
七
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
（
か
つ
て
の
庭
）
に
は
公
選
で
任
期
三
年
の
区
長
が
お
り
 
 

民
意
を
代
表
す
る
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
区
長
公
選
の
時
期
と
明
治
二
十
七
年
の
区
長
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

呉 萩 新 初 城 中 出  
之   

地 膚 宮 神 堀 溝 来   

井 中 土 立 榎 佐 結  明   
々   治   

上 井 井 花 崎 木 城  
多   十   

真 健 兼 菊 文 三 守    一 四 次 次   兵  年   
郎 郡 部 郎 三 衛 衛   

華 中 土 立 種 山 近  明  
準  

田 井 井 花 崎 下 藤   

七          慶 健 兼 菊 文 廉 平   
四 四 次 次  四  年   
郎 郎 郎 郎 三 一 郎   
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明
治
三
十
一
年
頃
の
 
「
熊
野
村
役
場
虞
務
規
定
」
に
よ
る
と
、
村
役
場
の
仕
事
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
二
つ
の
課
で
分
 
 

担
し
て
い
た
。
 
 
 

第
一
課
 
庶
務
 
議
事
 
兵
事
 
戸
籍
 
学
務
 
衛
生
 
勧
業
 
土
木
 
会
計
 
 
 

第
二
課
 
地
理
 
収
税
 
 

注
 
地
理
と
は
地
籍
の
こ
と
 
 
 

右
の
十
一
の
分
野
を
ど
ち
ら
の
課
に
入
れ
る
か
は
村
に
よ
っ
て
追
い
が
あ
る
が
、
熊
野
村
の
場
合
地
理
・
収
税
で
一
課
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
収
税
に
は
土
地
を
中
心
に
し
た
徴
収
台
帳
の
整
備
や
、
村
税
の
み
な
ら
ず
国
税
・
地
方
税
の
賦
課
及
び
徴
収
事
務
が
含
ま
れ
 
 

る
こ
と
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

他
に
も
次
の
訓
令
に
み
ふ
よ
う
を
報
告
事
項
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
し
、
書
類
を
作
成
、
送
付
し
を
け
れ
ば
を
ら
な
か
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

明
治
二
十
四
年
一
月
訓
令
第
六
号
本
県
報
告
例
中
町
村
よ
り
差
出
す
べ
き
報
告
手
続
並
に
期
限
等
左
の
通
り
改
正
す
 
 
 

古
訓
合
す
 
 

明
治
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
 
 

安
芸
郡
長
 
 
栗
原
 
幹
 
 

第
一
乗
 
鞍
告
事
項
を
類
別
し
、
左
の
三
類
と
す
 
 

一
類
 
郡
役
所
を
経
、
本
県
知
事
に
報
告
す
る
も
の
 
 

二
顆
 
直
接
、
本
県
知
事
へ
報
告
す
る
も
の
 
 

三
顆
 
郡
長
へ
報
告
す
る
も
の
 
 
 

－ 25 一  



一
類
で
は
、
た
と
え
ば
貴
族
院
議
員
や
衆
議
院
議
員
が
死
亡
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
の
都
度
報
告
す
る
日
報
が
十
四
件
、
そ
の
月
に
 
 

あ
っ
た
事
項
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
月
報
、
ま
た
そ
の
年
に
あ
っ
た
事
項
を
報
告
す
る
年
報
が
そ
れ
ぞ
れ
一
件
、
二
件
あ
る
。
 
 
 

二
類
で
は
、
日
報
に
気
象
が
あ
り
、
年
報
 
 

が
二
件
で
あ
る
。
何
と
い
っ
て
も
郡
長
へ
報
 
 

告
す
る
三
類
が
多
く
、
日
報
が
兵
役
老
優
待
 
 

に
係
る
事
項
な
ど
三
十
八
件
、
・
日
報
が
二
件
、
 
 

李
報
が
一
件
、
半
年
報
が
三
件
で
あ
る
。
年
 
 

報
は
一
〇
〇
件
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
を
か
に
は
、
 
 

戸
口
表
・
人
口
出
入
表
・
本
籍
人
族
別
・
本
 
 

籍
人
口
生
年
別
、
本
籍
出
産
死
亡
及
婚
姻
、
 
 

現
住
人
出
産
死
亡
、
就
除
籍
入
籍
及
逃
亡
失
 
 

踪
な
ど
の
人
口
動
態
に
関
す
る
事
項
か
ら
金
 
 

融
、
運
輸
、
学
校
、
村
政
、
選
挙
権
者
数
、
 
 

農
産
物
な
ど
が
あ
り
、
き
め
こ
ま
か
く
規
定
 
 

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
一
〇
〇
件
の
う
ち
、
」
 
 

月
十
五
日
と
二
月
十
日
を
提
出
期
限
と
す
る
 
 

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
ず
つ
あ
り
、
熊
 
 

表
 
 
 

具
 
 
 

吏
 
 
 

野
 
 
 

熊
 
 

明治26年2月31日  

種  別  人 員  月 俸  報酬金   

名誉職ママ  
村  長   10円以上10円未満   

1   （3）  2   

名誉職ママ  
助  役   10円以上10円未満   

（3）  口   

収入役    ママ 6．円以上6円未満  1   3  

書  言己    ママ 6円以上6円未満  6（7）  18 ¢1）  

合  計  
9   21即  3   

注 28年12月には   

・以上がなくなる ・（）のようになる   

・収入役の月俸が4円に、書記は平均3円に   

29年12月には   

・助役の報酬金が2円になる。  
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合
わ
せ
て
示
す
。
 
 
 

こ
れ
で
み
る
と
、
二
十
数
年
間
に
、
二
名
の
書
記
と
日
給
で
働
く
使
丁
が
ふ
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

吏
貞
の
服
務
規
定
を
明
治
三
十
年
頃
で
示
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

勤
務
時
間
 
 

野
村
に
関
係
す
る
事
項
の
み
と
は
い
え
、
そ
 
 

れ
ら
の
報
告
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
多
忙
さ
を
 
 

加
え
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
を
お
、
日
 
 

清
戦
争
が
始
ま
る
と
と
も
に
兵
事
に
関
す
る
 
 

事
務
や
報
告
事
項
は
さ
ら
に
増
加
し
た
と
考
 
 
 

え
ら
れ
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
仕
事
を
す
る
吏
員
数
を
、
明
治
 
 

二
十
六
年
頃
と
大
正
四
年
頃
で
示
す
と
下
の
 
 

通
り
で
あ
る
。
な
お
、
月
俸
（
報
酬
金
）
を
 
 

服
 
務
 
規
 
定
 
 
 

四
月
 
十
日
 
～
七
月
十
日
 
 

七
月
十
一
日
 
～
九
月
十
日
 
 

九
月
十
一
日
～
四
月
九
日
 
 

大正4年・大正5年  
8
‥
0
0
く
ノ
ー
5
‥
0
0
 
 

7
‥
0
0
～
1
2
‥
0
0
 
 

9
‥
0
0
～
1
6
‥
0
0
 
 
 

種  別  人  員  月  俸   

村   長   11円   

助  役   1   9   

収 入 役   1   13   

書  記   8   10．25   

使  丁   Z   1日30銭   

学務委員   2   1日70銭   

傭  人  
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出
勤
状
態
は
、
一
月
の
出
勤
日
数
を
六
カ
月
ご
と
に
ま
と
め
、
勤
惰
表
と
い
う
一
覧
表
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
年
七
月
 
 

か
ら
十
二
月
の
筆
生
六
名
の
勤
惰
表
を
み
る
と
、
年
令
の
下
の
者
ほ
ど
出
勤
状
況
が
よ
く
、
あ
る
人
の
場
合
、
七
、
八
月
は
日
曜
、
 
 

休
日
も
を
く
三
十
日
出
動
し
て
い
る
。
一
八
〇
日
中
、
最
高
が
一
六
三
日
、
最
低
が
一
三
三
日
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
村
村
全
議
員
の
選
挙
権
は
地
租
を
納
め
る
者
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
数
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
町
村
制
実
施
前
 
 

と
実
施
後
で
は
選
挙
権
老
の
資
格
が
違
っ
て
い
る
た
め
か
な
り
の
差
が
生
じ
て
い
る
。
 
 

村
会
議
員
は
定
数
十
八
名
で
あ
る
。
役
員
経
歴
簿
に
よ
り
当
選
者
を
復
元
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
 
 

第
一
回
（
明
治
二
十
二
年
四
月
か
ら
）
 
 
 

中
村
儀
平
、
世
良
孫
次
郎
、
仏
門
 
堤
、
榎
崎
文
三
、
佐
々
木
売
、
世
良
保
良
次
、
結
城
守
衛
、
佐
々
木
多
三
兵
衛
、
世
良
実
三
郎
、
中
井
 
堰
、
 
 
 

中
井
健
四
郎
、
井
上
真
一
郎
、
横
山
九
郎
右
衛
門
、
隼
田
慶
四
郎
、
立
花
兼
次
郎
、
土
井
兼
次
郎
、
遠
山
省
三
（
十
七
名
で
一
名
不
明
）
 
 

第
二
回
 
（
明
治
二
十
五
年
四
月
か
ら
）
 
 
 

中
村
儀
平
、
世
良
孫
次
郎
、
佐
々
木
菟
、
世
良
保
良
次
、
結
城
守
衛
、
井
上
真
一
郎
、
立
花
兼
次
郎
（
以
上
く
じ
で
残
任
者
と
を
る
）
、
樗
崎
文
 
 
 

三
、
中
井
 
堰
、
中
井
健
四
郎
、
土
井
兼
次
郎
、
仏
円
平
四
郎
、
伊
藤
源
兵
衛
、
井
上
佐
七
、
隼
田
源
五
郎
、
馬
上
宗
太
郎
、
堀
田
繁
太
郎
、
萩
 
 

野
元
三
郎
（
十
八
名
）
 
 

第
三
国
 
（
明
治
こ
十
八
年
四
月
か
ら
）
 
 
 

榎
崎
文
三
、
中
井
 
堰
、
中
井
健
四
郎
、
土
井
兼
次
郎
、
仏
円
平
四
郎
、
伊
藤
源
兵
衛
、
井
上
佐
七
、
隼
田
源
五
郎
、
堀
田
繁
太
郎
、
中
村
儀
平
、
 
 

山
下
廉
一
、
世
良
雄
三
郎
、
仏
円
 
堤
、
井
上
真
一
郎
、
横
山
九
郎
右
衛
門
、
立
花
兼
次
郎
、
井
上
友
太
郎
、
宝
沢
成
葺
 
（
十
八
名
）
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第
四
回
 
（
明
治
三
＋
一
年
四
月
か
ら
）
 
 

中
村
儀
平
、
山
下
廉
一
、
世
良
準
t
一
郎
、
仏
円
 
堤
、
井
上
英
一
郎
、
横
山
九
郎
右
衛
門
、
立
花
兼
次
郎
、
井
上
友
太
郎
、
佐
々
木
亮
、
隼
田
慶
 
 

（
十
五
名
で
三
名
不
明
）
 
 
 

四
郎
、
仏
円
平
四
郎
、
伊
藤
太
三
郎
、
大
久
保
誠
一
、
梶
矢
藍
□
、
藤
田
文
右
衛
門
 
 

第
五
国
 
（
明
治
三
十
四
年
四
月
か
ら
）
 
 

佐
々
木
菟
、
隼
田
慶
四
郎
、
仏
円
平
四
郎
、
伊
藤
太
三
郎
、
大
久
保
誠
一
、
梶
矢
兼
吉
、
藤
田
文
右
衛
門
、
世
良
雄
三
郎
、
仏
円
 
堤
、
樗
崎
文
 
 

（
十
玉
名
で
三
名
不
明
）
 
 
 

三
、
世
良
実
三
郎
、
中
井
健
四
郎
、
立
花
兼
次
郎
、
馬
上
宗
太
郎
、
井
上
友
太
郎
 
 

第
六
固
 
（
明
治
三
＋
七
年
四
月
か
ら
）
 
 

世
良
雄
三
郎
、
仏
円
 
堤
、
榎
崎
文
三
、
世
良
実
三
郎
、
中
井
健
四
郎
、
立
花
猟
次
郎
、
馬
上
宗
太
郎
、
井
上
友
太
郎
、
佐
々
木
亮
、
中
井
 
堰
、
 
 

耳
八
名
）
 
 
 

仏
門
平
四
郎
、
堀
田
繁
太
郎
、
伊
藤
太
三
郎
、
大
久
保
誠
一
、
梶
矢
兼
吉
、
立
本
俸
造
、
隼
田
緋
基
、
貞
蔭
貞
三
 
 

第
七
国
 
（
明
治
四
十
年
四
月
か
ら
）
 
 

佐
々
木
菟
、
仏
円
乎
四
郎
、
堀
田
繁
太
郎
、
伊
藤
太
三
郎
、
大
久
保
誠
一
、
梶
矢
兼
吉
、
立
本
俊
造
、
隼
田
耕
基
、
貞
蔭
貞
三
、
樗
崎
文
三
、
中
 
 

井
健
四
郎
、
立
花
兼
次
郎
、
井
上
友
太
郎
⊥
信
吾
一
郎
、
中
井
慶
一
郎
、
上
馬
場
鶴
之
助
、
育
盛
若
松
、
志
々
田
次
太
郎
手
八
名
）
 
 
 

第
八
固
 
（
明
治
四
十
≡
年
四
月
か
ら
）
 
 

穫
崎
文
三
、
中
井
健
四
郎
、
立
花
兼
次
郎
、
井
上
友
太
郎
、
一
信
吾
一
郎
、
中
井
慶
一
郎
、
上
馬
場
鶴
之
助
、
志
々
田
次
太
郎
、
青
盛
若
松
、
佐
 
 

々
木
尭
、
結
城
守
衛
、
仏
円
乎
四
郎
、
大
久
保
誠
一
、
梶
矢
兼
吉
、
馬
上
案
次
郎
、
前
中
健
次
郎
、
佐
々
木
牽
、
三
地
清
人
（
十
八
名
）
 
 
 

第
九
国
 
（
大
正
二
年
四
月
か
、
ヱ
 
 

世
点
雄
三
郎
、
仏
円
 
堤
、
伊
藤
太
三
郎
、
大
久
保
誠
一
、
藤
田
文
右
衝
門
、
貞
蔭
貞
三
、
中
井
昇
一
郎
、
上
馬
頒
鶴
之
助
、
志
々
田
次
太
郎
、
 
 

馬
上
泰
次
郎
、
前
中
健
次
郎
、
佐
々
木
章
、
三
地
清
人
、
福
垣
内
利
一
、
住
岡
甚
太
郎
、
佐
々
木
久
太
郎
、
神
烏
辰
次
郎
、
立
花
寅
次
郎
 
 

（
十
八
名
）
 
 

第
十
回
 
（
大
正
六
年
四
月
か
ら
）
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仏
円
平
四
郎
、
大
久
保
誠
一
、
前
中
健
次
郎
、
三
地
澗
人
、
佐
々
木
久
太
郎
、
神
鳥
辰
次
郎
、
立
花
貢
次
郎
、
隼
田
源
一
郎
、
佐
々
木
英
一
、
伊
 
 

（
十
一
名
、
七
名
不
明
）
 
 

藤
忠
兵
衛
、
世
良
実
三
郎
 
 

第
十
一
国
 
（
大
正
十
年
四
月
か
・
ヱ
 
 

世
良
実
三
郎
、
佐
々
木
久
太
郎
、
佐
々
木
菟
、
城
本
穣
一
、
尺
田
徳
太
郎
、
隼
田
源
一
郎
、
神
鳥
庄
三
郎
、
志
々
田
次
太
郎
、
中
井
慶
一
郎
、
梶
 
 

（
十
七
名
）
 
 

山
寿
四
郎
、
荻
野
肩
太
郎
、
台
信
祐
太
郎
、
菅
田
仁
一
、
清
野
艦
載
、
阿
原
臣
、
東
兼
四
郎
、
三
村
勘
次
 
 

第
十
二
国
（
大
正
十
四
年
四
月
か
ら
）
 
 

神
島
柿
右
衛
門
、
花
木
武
一
、
光
本
岩
次
、
三
地
清
人
、
神
鳥
庄
三
郎
、
伊
藤
源
七
、
末
葉
四
郎
、
志
々
田
次
太
郎
、
佐
々
木
菟
、
伊
藤
忠
兵
衛
、
 
 

（
十
八
名
）
 
 

台
信
祐
太
郎
、
三
村
勘
次
、
菅
田
仁
一
、
城
本
棟
一
、
石
田
豊
視
、
佐
々
木
久
太
郎
、
近
藤
許
吉
、
山
田
千
里
 
 

第
十
三
回
（
昭
和
四
年
四
月
か
ら
）
 
 

城
本
棟
一
、
前
中
五
郎
一
、
神
島
柿
右
衛
門
、
伊
藤
源
七
、
近
藤
讃
吉
、
志
々
田
次
太
郎
、
阿
原
 
臣
、
藤
河
王
三
、
神
鳥
嘩
二
、
道
土
井
巌
、
 
 

立
花
正
人
、
神
鳥
庄
三
郎
、
上
馬
場
健
二
郎
、
佐
々
木
久
太
郎
、
石
田
畳
視
、
君
島
峰
三
、
仏
円
順
次
郎
、
中
原
甚
五
郎
 
（
十
八
名
）
 
 

十
一
回
ま
で
の
資
料
は
役
員
経
歴
簿
の
み
で
あ
る
た
め
、
人
数
が
十
八
名
に
足
り
な
い
こ
と
が
あ
り
、
あ
い
ま
い
さ
を
残
す
。
今
 
 

後
の
調
査
を
待
つ
他
は
な
い
。
「
統
計
報
告
事
跡
」
に
は
定
員
と
現
員
と
い
う
使
い
分
け
が
し
て
あ
り
、
現
員
十
四
名
と
い
う
年
も
 
 

あ
る
。
欠
員
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
場
合
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
二
年
四
月
の
村
会
議
員
の
選
挙
で
は
、
村
長
・
助
役
と
並
ん
で
書
記
三
名
も
当
選
し
て
い
る
。
書
記
と
村
 
 

会
議
員
は
兼
任
で
き
を
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
当
選
し
な
が
ら
も
六
月
に
は
退
職
し
て
い
る
。
区
長
も
そ
の
時
は
全
貞
が
村
会
議
員
 
 

と
を
っ
て
い
る
。
二
十
五
年
の
選
挙
に
を
る
と
、
村
会
議
員
を
兼
ね
て
い
る
区
長
は
七
名
中
四
名
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

大
正
七
年
十
月
一
目
、
熊
野
村
に
町
制
が
施
行
さ
れ
熊
野
町
と
な
っ
た
。
県
知
事
に
対
し
変
更
の
議
を
上
申
し
、
許
可
さ
れ
た
の
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た
。
初
代
の
町
長
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
熊
 
 

野
町
の
人
口
及
び
戸
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
（
参
 
 

考
ま
で
に
矢
野
町
の
人
口
は
大
正
五
年
十
二
月
で
五
、
 
 

八
二
六
人
、
戸
数
は
一
、
〇
五
二
戸
で
あ
る
）
 
 
 

大
正
七
年
の
熊
野
町
（
村
）
 
 

人
口
 
七
、
二
三
七
人
 
 

戸
数
一
、
三
二
四
戸
 
 

町制へかわった  
村の数（広島県）  

で
あ
る
。
広
島
県
下
の
村
割
か
ら
町
制
へ
の
動
き
を
、
明
治
・
大
正
で
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
鱒
3
7
3
8
3
9
㈹
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
日
1
2
1
3
1
4
1
5
 
 
 

初代町長  
阿原 臣   

る
。
そ
の
と
き
の
村
 
 
 

長
は
、
阿
原
臣
だ
っ
 
 

こ
の
時
期
の
安
芸
郡
で
は
、
大
正
五
年
二
月
の
吉
浦
 
 

町
、
大
正
六
年
十
月
の
矢
野
町
に
次
ぐ
町
制
施
行
で
あ
 
 

古し）役場の位置 明治32r卜潮園 2ガ分の1  
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昭
和
二
年
ま
で
の
村
（
町
）
役
場
は
、
熊
野
町
三
、
三
一
二
の
一
番
地
で
現
在
の
西
光
寺
の
西
ど
な
り
に
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
 
 

現
在
の
三
、
五
五
一
の
一
番
地
に
移
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
 
 
 

選
挙
で
決
め
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
住
民
全
体
に
よ
る
予
備
投
票
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

昭
和
四
年
一
月
二
十
八
日
、
有
権
者
一
、
五
二
〇
名
の
う
ち
九
〇
％
に
近
い
一
、
三
〇
〇
名
が
西
光
寺
、
追
分
小
学
校
の
二
ケ
所
で
 
 

投
票
し
た
。
結
果
は
才
津
原
積
が
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
町
会
は
を
か
な
か
才
津
原
を
次
期
町
長
に
決
定
し
な
か
っ
た
。
理
由
 
 

は
、
伊
藤
が
才
津
原
の
資
格
（
公
民
権
制
限
の
特
免
）
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
対
し
才
津
原
は
あ
く
ま
で
予
備
選
挙
 
 

の
結
果
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
る
。
町
長
阿
原
臣
は
、
伊
藤
、
才
津
原
や
町
会
譲
貝
、
予
備
選
挙
実
行
委
貝
に
対
し
て
、
任
期
折
半
 
 

就
任
の
調
停
工
作
を
し
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
二
月
二
十
四
日
に
は
中
溝
区
民
は
町
民
大
会
を
開
い
て
町
長
の
早
期
決
定
を
迫
 
 

り
、
二
十
五
日
の
予
算
町
会
の
席
で
代
表
が
助
役
梶
山
寿
四
郎
に
大
会
の
も
よ
う
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
二
十
八
日
に
決
 
 
 

役
場
の
位
置
だ
け
で
な
く
、
普
通
選
挙
法
の
成
立
や
不
景
気
を
 
 

時
代
を
反
映
し
て
、
町
の
政
治
に
も
新
し
い
動
き
が
み
ら
れ
る
。
 
 

ひ
と
つ
は
町
制
施
行
以
前
か
ら
十
二
年
間
町
（
柑
）
長
を
務
め
た
 
 

阿
原
臣
に
代
わ
る
二
代
呂
の
町
長
選
挙
で
あ
る
。
立
候
補
者
は
、
 
 

呉
地
の
地
主
で
町
会
議
員
の
伊
藤
忠
兵
衛
と
、
大
学
出
で
元
新
聞
 
 

記
者
の
才
津
原
積
（
中
溝
出
身
）
で
あ
っ
た
。
選
挙
参
謀
に
は
才
 
 

津
原
に
は
町
議
花
本
武
一
が
、
伊
藤
に
は
沢
原
太
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
 
 

あ
た
り
、
采
配
を
に
ぎ
っ
た
。
当
時
、
町
長
は
町
会
議
員
に
よ
る
 
 

－ 32 －  



＿
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町
珪
冊
郡
に
町
民
が
仲
卸
拍
某
お
昔
持
 
 

し
た
の
ち
町
釦
机
に
紆
l
と
の
肘
軒
ナ
兄
 
 

て
今
日
士
で
郁
し
て
ん
た
安
静
Ⅲ
熊
 
 

■
 
 
 

紛
糾
な
舐
れ
ろ
 
 

熊
野
町
々
長
問
題
 
 

二
十
八
日
町
骨
聞
合
 
 

持
薬
決
㌫
は
娃
払
と
な
る
 
 

た
の
で
あ
る
が
、
町
政
に
大
き
な
し
こ
り
を
残
し
た
こ
と
は
間
違
い
を
い
。
才
津
原
は
昭
和
五
年
二
月
、
衆
議
院
議
員
立
候
補
の
た
 
 

め
辞
職
し
、
そ
の
後
を
継
い
だ
伊
藤
も
一
年
余
り
で
辞
め
、
阿
原
臣
が
再
び
町
長
に
な
っ
て
車
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
四
年
四
月
に
行
わ
れ
た
町
議
選
で
は
、
十
八
名
中
九
名
が
入
れ
か
わ
り
、
新
し
い
波
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
 
 

（
本
庄
村
の
場
合
）
 
 
 

村
役
場
は
苗
代
に
お
か
れ
た
。
し
か
し
場
所
は
二
足
せ
ず
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
村
長
を
し
た
苗
代
の
兵
藤
氏
宅
に
あ
っ
た
 
 
 

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町
会
議
員
と
実
行
委
貞
は
、
前
も
っ
て
女
夫
池
料
亭
で
秘
密
会
を
開
い
て
内
定
し
ょ
う
と
し
た
が
収
拾
は
 
 

つ
か
な
か
っ
た
。
当
日
は
六
百
余
名
の
町
民
が
見
守
る
な
か
、
光
 
 

も
混
血
一
‥
閉
じ
し
た
 
 

ヤ
讐
望
↓
・
分
椚
鋸
人
六
汀
打
㈹
押
 
 

せ
て
t
の
〈
し
い
う
ち
に
や
～
や
く
 
 

中国新聞（昭利4年3月1日）  

教
坊
で
選
挙
町
会
が
開
か
れ
た
。
九
時
の
予
定
は
午
後
三
時
五
十
 
 

分
に
お
く
れ
、
し
か
も
六
名
欠
席
の
十
二
名
で
始
ま
っ
た
。
助
役
 
 

に
よ
っ
て
次
の
議
案
が
提
案
さ
れ
た
。
 
 

一
、
予
備
投
票
で
当
選
し
た
才
津
原
積
氏
の
公
民
権
制
限
特
免
 
 

の
件
 
 
 

二
、
町
長
選
挙
の
件
 
 
 

し
か
し
、
午
後
五
時
、
佐
々
木
売
の
三
日
間
延
期
の
提
案
を
八
 
 

対
四
で
可
決
し
て
、
そ
の
日
は
あ
っ
け
な
く
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
こ
じ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
阿
原
町
長
の
再
 
 

任
を
構
う
声
も
で
て
き
た
。
結
果
と
し
て
は
才
津
原
に
お
ち
つ
い
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こ
と
も
あ
り
、
明
治
二
十
八
年
十
月
に
苗
代
西
条
一
二
三
番
屋
敷
の
八
木
氏
宅
に
家
賃
一
ケ
年
十
二
円
で
借
り
て
移
転
し
た
こ
と
も
 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
十
二
年
四
月
、
苗
代
大
元
一
、
一
八
八
番
地
の
八
木
貞
策
所
有
の
建
物
（
草
茸
桁
行
五
間
、
 
 

梁
行
四
聞
）
を
一
一
七
円
の
予
算
で
責
入
れ
よ
う
と
し
た
と
あ
る
が
、
買
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
三
十
九
年
、
苗
代
札
の
 
 

本
の
説
教
場
を
買
収
し
移
転
し
て
い
る
。
 
 

本庄村役場の位置   
1 明治32年測図  

大正14年、昭和4年  5万分の1  
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